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※４サマーレビュー…予算編成前に、事務事業を総点検し調整を行うこと。通常夏に行われることから、サマーレビューと呼ばれる

れ
て
い
ま
す
。市
民
参
加
と
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
条
例（
仮
称
）の
制

定
や
ア
ダ
プ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推

進
な
ど
、市
民
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
、事
業
者

と
行
政
が
よ
り
よ
い
パ
ー
ト
ナ
ー

と
な
る
べ
く
連
携
し
、各
自
の
活

力
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
く
た
め
、協
働
を
推
進
し

ま
す
。（
表
３
）
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情
報
技
術
が
発
展
し
、イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
通
信
が
市

民
の
日
常
生
活
に
密
接
に
関
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
。そ
の
変
化
に
合

わ
せ
て
、行
政
運
営
を
機
能
的
に

し
、市
民
サ
ー
ビ
ス
を
さ
ら
に
向

上
さ
せ
る
た
め
、行
政
手
続
き
の

電
子
化
な
ど
を
進
め
、電
子
市
役

所
化
を
推
進
し
ま
す
。（
表
４
）
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職
員
に
は
、時
代
の
変
化
に
機

敏
に
対
応
し
、市
民
サ
ー
ビ
ス
の

専
門
家
と
し
て
、常
に
よ
り
高
度

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、職

員
一
人
ひ
と
り
の
意
識
改
革
と
能

力
開
発
を
促
進
す
る
た
め
、研
修

制
度
の
充
実
や
人
材
を
育
て
る
方

策
を
図
り
ま
す
。（
表
５
）

具体的な取組課題
特別職等給料の削減
市長等給料の削減

報酬の見直し
その他非常勤特別職職員報酬の見直し

旅費等の見直し
旅費の見直し
非常勤特別職等の費用弁償の見直し
市民健康文化センターの管理運営の見
直し
軽費老人ホーム柏苑の見直し
公民館の管理運営の見直し

出張所の機能拡充等の見直し

開放体育館の管理運営の見直し
扶助費単独事業等の見直し
心身障害者介護サービス利用者負担助
成金の見直し
在宅心身障害者おむつ給付事業の見直し
生活保護世帯歳末助成金の見直し
葬祭費の支給対象者等の見直し
重度心身障害者等福祉タクシー利用助
成券給付の見直し
在宅寝たきり高齢者おむつ給付事業の見直し
敬老祝金の見直し
ひとり暮らし老人手当の見直し
寝たきり老人手当の見直し
難病者福祉手当の見直し
在宅心身障害者福祉手当の見直し

企業会計・特別会計の財政収支の見直し

企業会計・特別会計の財政収支の見直し
実施計画事業の見直し
総合振興計画実施計画事業の見直し
国民健康保険税の徴収率の向上と税率
の見直し
福祉施設の使用料の見直し
公民館の使用料減免制度の見直し
事務手数料の見直し
市営自転車駐車場の有料化の検討

貸付財産の貸付料の見直し

２２

２３

２４
２５

３１

３２
３３

３４

３５

４８

４９
５０
５１

５２

５３
５４
５５
５６
５７
５８

６０

６１

６３

６９
７０
７１
７２

７５

職員数の削減
第２次定員適正化計画の推進

職員給与の見直し
調整手当の削減
管理職手当の削減
通勤手当の見直し

野外趣味活動施設及び勤労体育センタ
ーの管理運営の見直し
市立幼稚園の統廃合
第一環境センター焼却炉の休止
勤労福祉センター及び智光山荘の管理
運営の見直し
ふれあい健康センターの管理運営の見直し

事務事業の見直し

学校医等配置の見直し

サマーレビュー※４の実施
学校等用務員業務委託の見直し
現行業務委託の見直し

業務委託契約のチェック機能の強化

廃棄物処理業務の委託化
市営住宅管理業務の委託化
職員通勤車両駐車場使用料の徴収
庁用バスのあり方の見直し
庁用車の一元管理制度の確立
公共工事コスト縮減対策の実施
弾力的な勤務時間制の拡大とフレック
スタイム制の導入

補助金の見直し
団体運営・事業費補助金の見直し

市税収入の徴収率の向上

学童保育室の保育料の見直し
保育所の保育料の見直し
幼稚園の授業料の見直し
成人保健事業の見直し
運動施設の使用料の見直し
市街地再開発事業関連用地の処分
未利用地の活用及び処分

１８

１９
２０
２１

２６

２７
２８

２９

３０

３６

３７
３８
３９

４０

４１
４２
４３
４４
４５
４６

４７

５９

６２

６４
６５
６６
６７
６８
７３
７４

項 目

職員の定数管理及び
給与等の適正化

施設の効率的な運営と
施設のあり方の見直し

事務事業の見直し

市税収入の確保

使用料・手数料等の見直し

財産収入の確保
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表２ 財 政 健 全 化 の 推 進
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行財政改革プラン（案）を行財政改革推進委員会（審議会）に諮問し、次の要請をはじめと

する答申を１１月７日にいただきました。

１．行財政改革プランは最低ラインとし、改革のレベルアップとスピードアップを図ること

２．市長のリーダーシップで先頭に立って積極的に取り組むこと

３．合併の場合も、行財政改革の基本的指針を堅持すること

４．個別行動計画の中の検討事項も実施に向けて明確にすること

５．歳出を新たに伴う事業は、財政への影響を勘案し、歳出の抑制に極力努めること

６．行財政改革の内容や進行状況、実施結果や評価などの説明責任を果たすこと

行財政改革推進委員会で審議が重ねられました

※５アダプトプログラム制度…アダプトは、養子縁組の意味。ボランティアとなる市
民や事業者が地域の公園や道路などの公共の場の清掃活動などを行う仕組み

※６パブリック・コメント制度…市の基本的な政策案を事前に公表して市民から意
見を募集し、それを考慮して政策決定するとともに、提出された意見と市の考えを
公表する制度
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行
財
政
改
革
を
効
率
的
、効
果

的
に
進
め
る
た
め
に
は
、推
進
組

織
体
制
の
確
立
と
全
職
員
が
一
丸

と
な
っ
た
取
り
組
み
が
必
要
で

す
。そ
の
た
め
に
は
、市
長
が
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
も
と
、庁
内
に
設
置
し
た

行
財
政
改
革
等
庁
内
推
進
委
員
会

で
改
革
の
進
行
を
管
理
す
る
と
と

も
に
、市
議
会
や
狭
山
市
行
財
政

改
革
推
進
委
員
会
に
定
期
的
に
進

行
状
況
を
報
告
し
ま
す
。
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行
財
政
改
革
の
進
行
状
況
は
、

広
報
さ
や
ま
、狭
山
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
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行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、

具
体
的
な
改
革
の
内
容
を
示
し
た

個
別
行
動
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

個
別
行
動
計
画
で
は
、行
動
計
画

の
内
容
や
担
当
す
る
所
属
を
明
確

に
す
る
と
と
も
に
、取
り
組
み
の

目
標
を
可
能
な
限
り
数
値
で
示
す

な
ど
、実
行
内
容
の
分
か
り
や
す

い
記
述
に
し
ま
し
た
。

個
別
行
動
計
画
の
期
間
は
、行

財
政
改
革
プ
ラ
ン
と
同
じ
く
平
成

１５
年
度
か
ら
１９
年
度
ま
で
の
５
年

間
と
し
ま
す
が
、早
期
実
施
に
努

め
る
も
の
と
し
、状
況
の
変
化
に

よ
っ
て
随
時
見
直
し
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。

問
合
せ
行
財
政
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
へ
内
線
７
０
５
２

e-m
ail:gyokaku@

city.sayam
a.

saitam
a.jp

具体的な取組課題
（仮称）市民参加と協働のまちづくり
条例の制定
審議会での市民公募及び女性委員の
加入の促進
アダプトプログラム制度※５の推進
行政サービスの担い手のあり方の検討
NPOへの市民意識の醸成
NPOとの協働体制の推進

７６

７７

７８
再掲
７９
８０

項 目

協働の推進

具体的な取組課題
組織の見直し
部機能の強化
公社等外郭団体の経営の見直し

パブリックコメント制度の導入

電子申請の実施
電子認証システムの整備
電子文書管理システムの整備
電子入札の導入

パブリックコメント制度の導入

（仮称）個人情報保護条例の制定
パブリックコメント制度※６の導入
財政状況の定期的な公表

８１
８２
８３
８８

８４
８５
８６
再掲
８８

８７
８８
８９

項 目

機能的な行政組織の推進

電子市役所化の推進

行政情報の公開の推進

具体的な取組課題
（仮称）職員研究会制度の創設と活用
広域行政自治体間の職員交流の充実
課長立候補制度の導入
庁内会議への女性職員の参画促進
（仮称）人材育成基本方針の策定
目標管理型行政システムの推進

パブリックコメント制度の導入

職員の能力開発
職員研修の充実
職員提案制度の見直し

多彩な人材の確保
期限付き任用制度の導入
民間企業経験者の活用

９０
９１
９２
９３
９４
再掲
８８

９５
９６

９７
９８

項 目

職員の意識改革

職員の能力開発

表３ 市 民 等 と の 協 働 の 推 進

表４ 機 能 的 な 行 政 運 営 の 推 進

表５ 職員の意識改革や能力開発の推進


